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クラス年齢について

令和８年度のクラス年齢は、令和８年４月１日時点の年齢により決まります。年度途中で誕生日を迎え
てもクラスは変わりません。

２ 提出書類

入園のしおり及び各種証明書は、こまえ子育てねっとからダウンロード
することができます。
QR コードが読取不能な場合は、インターネット上で「こまえ子育てねっ

と」と検索し、以下のとおり操作してください。
（ホーム＞キーワードから探す＞幼稚園・保育園・保育サービス＞令和
８年度保育施設入園申込関連書式）

書類の提出に係る注意事項

（１）兄弟姉妹等複数人の申込みを行う場合は、申込む人数分の証明書類が必要となります。郵送・窓
口提出する場合はコピーしたものを併せてご用意いただき、お申込みください。

（２）締切日間近のご提出・申請の場合や、不足書類が申込受付期間内に揃わなかった場合、点数に反
映できない可能性がありますので、ご注意ください。

（３）各種証明書類の有効期限は、発行日から３か月以内です。
（４）その他、必要書類の提出を求める場合があります。

【令和 7 年度】 【令和８年度】

クラス年齢 対象生年月日 クラス年齢 対象生年月日

0 歳児 R6.4.2～ 0 歳児 R7.4.2～

1 歳児 R5.4.2～R6.4.1 1 歳児 R6.4.2～R7.4.1

2 歳児 R4.4.2～R5.4.1 2 歳児 R5.4.2～R6.4.1

3 歳児 R3.4.2～R4.4.1 3 歳児 R4.4.2～R5.4.1

4 歳児 R2.4.2～R3.4.1 4 歳児 R3.4.2～R4.4.1

5 歳児 H31.4.2～R2.4.1 5 歳児 R2.4.2～R3.4.1

※令和７年 4 月 2 日～令和８年 4 月 1 日生まれは令和８年度も 0 歳児クラス

【QR コード】
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必須書類

（１）令和８年度子ども・子育て支援教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所（転園）申込書
（２）児童の健康・発達に関する記録表（申込締切月までに申込児童が出生していない場合は省略）
（３）令和８年度認可保育所等入園申込チェック表（年度途中申込時には不要）
（４）個人番号（マイナンバー）記入用紙（４月１日付けかつ電子申込の場合のみ必要）

（５）本人確認書類（上述の（４）を提出される方は不要）

必要書類 補足
以下、①及び②の両方をご提出ください。
①個人番号（マイナンバー）記入用紙（令和８年４月入所
申込用）

②代表保護者の本人確認書類の写し
（Aグループ︓１点で良いもの）
個人番号（マイナンバー）カードの両面、運転免許証、
旅券（パスポート）、障がい者手帳、在留カードなどの、
顔写真のある官公署発行書類

（Bグループ︓２点必要なもの）
各種保険証、各種年金手帳、各種医療証、生活保護受
給者証、顔写真付の社員証・学生証、顔写真付の国又
は地方公共団体が発行した資格証明書などの、顔写真の
無い官公署発行書類・顔写真の有る民間発行書類

・初めて子ども・子育て支援教育・
保育給付認定申請及び、保育
所等入所申込をする場合かつ、
電子申請（LoGo フォーム）で
申請を行う場合、個人番号（マ
イナンバー）の提出が必要です。
・電子申請の場合、電子フォーム
上で先の書類を提出できません。
そのため、電子提出の場合に限り
必要書類をご提出ください。な
お、５月１日付け以降は窓口ま
たは郵送申請のみのため、本手
続きは不要です。

必要なもの 補足

（Aグループ︓１点で良いもの）
個人番号（マイナンバー）カードの両面、運転免許証、旅券
（パスポート）、障がい者手帳、在留カードなどの、顔写真の
ある官公署発行書類

・４月１日付け入所申込において
電子申込を行う場合で（４）を
提出される場合、その手続きで
本人確認書類を提出するため、
本手続きは省略します。
・窓口提出の場合は、必要なもの
を窓口へご持参ください。その場
で本人確認を行います。
・郵送提出の場合は、必要なもの
の写しを同封し提出してください。

（Bグループ︓２点必要なもの）
各種保険証、各種年金手帳、各種医療証、生活保護受給
者証、顔写真付の社員証・学生証、顔写真付の国又は地
方公共団体が発行した資格証明書などの、顔写真の無い官
公署発行書類・顔写真の有る民間発行書類
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（６）保護者が保育にあたれない状況を証明する書類（下記ア〜クが両親ともに必要）
※同一生計の 20歳以上 65歳未満の親族（祖父母等）がいる場合は、その方が保育にあたれな
い状況を証明する書類（ア〜クに準ずる）も必要です。

ア 外勤・内職 就労証明書（市指定様式・会社記入）

イ
自営業・親族経営会
社勤務

就労証明書（市指定様式・自身で記入）
※いずれかの自営を証明する下記の書類の写しが必要です
1．直近の確定申告書（電子申告の場合には受付番号が付番

された申告書（第１表・第２表））
2．開業届
3．給与明細（専従者用・直近３か月）
4．契約書（直近３か月が範囲内となっているもの）
5．その他（納品書・領収書・メール・通帳の写し等相手先が分か

る書類（直近３か月の各月１点ずつ））

ウ 就労内定 就労証明書（市指定様式・会社記入）

エ 病気や障がいがある
障害者手帳の写し・診断書等
（保育が困難との記載があるもの。詳しくは問い合わせ又は市の様
式を使用）

オ 介護にあたっている
介護を証明する書類（介護認定通知書・障害者手帳・療育手帳等
の写し、診断書等）及び１週間の介護スケジュールが分かる書類
（様式自由）

カ 就学
就学を証明する書類（在学証明書等）及び１週間の就学スケジュ
ールが分かる書類（時間割表等、様式自由）

キ 出産予定

母子健康手帳の写し（表紙及び出産予定日が分かるページの写
し）
※就労中の方は、出産予定でも就労証明書が必要です。
※入所可能年齢に達しなかった場合は、入所できず待機となります。
入所可能年齢に到達する利用調整会議で、改めて利用調整を行い
ます。

ク 求職活動
就労確約書（市指定様式・自身で記入）
※ハローワークカード又は雇用保険受給資格者証の写し等が必要で
す。
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該当する方のみ必要な書類

（１）以下の認可外保育サービスを利用して有償託児し、且つ現に保護者に保育の必要性がある方（育
休、求職中、復職予定を除く）。

（２）入所希望日までに転入予定の方

認可外保育サービス 必要書類 補足

月
極
的
託
児

認証保育所（東京
都等に届出ている施
設に限る。）

▼「受託証明書」
・市指定様式を施設が記入
したもの。

または、以下の❶と❷。
❶（受託開始日から）契約
書の全て

❷直近１か月の保育料が支
払い済であることが分かる
領収書等の写し

・調整指数番号10の加点には、育児
休業からの復職が必要です。証明書
等の提出により、復職日が確認でき
た時点以降で直近の利用調整会議
から加点になります。
・過去に利用がある場合も、必要書類
を提出してください。
・廃園・認可移行等の施設状況の変
更により、託児先施設への継続通園
が困難になる場合も、必要書類をご
提出ください。

家庭福祉員（東京
都等に届出ている事
業者に限る。）

認可外保育施設等
（行政自治体に届
出ている施設に限
る。）

ス
ポ
ッ
ト
的
託
児

ベビーシッター（東京
都等に届出ている事
業者に限る。）

▼「受託証明書」
・市指定様式を施設が記入
したもの。
または、以下の❶と❷と❸。
❶入所申込日の１か月以
上前から託児していること
が分かる実績表

❷直近１か月の保育料が支
払い済であることが分かる
領収書等の写し

❸託児を開始した日が分か
る資料（利用登録に係る
証明書等）

・一時保育（幼稚園を除く）の利用
による、調整指数 10 の加点は以下
の場合にのみ適用します。（詳細は
30 ページ）現に保護者に保育の必
要性があり、入所申込日の１か月以
上前から利用を開始している場合
・原則、証明日を含む直近 1 か月分
をご証明ください。ただし、病気療養
等のやむを得ない事情により直近１
か月の受託日数・時間が通常より少
ない場合は、その事情が生じる前の
証明で構いません。

幼稚園を除く一時
保育（東京都等に
届出ている施設に
限る。）

必要書類 補足

・物件引き渡し日・転入先住所・契
約した保護者名を明記した賃貸
借契約書又は売買契約書（写
し）等
・同一生計者全員分の住民票

・狛江市内の祖父母宅に引っ越す等の場合には、「同居予定
申立書」（市様式あり）をご提出ください。
・転入予定者の申込は、入所希望日の前日までに転入される
ことを条件に申込を受け付けます。利用調整の結果、内定し
た場合であっても、入所希望日の前日までに転入ができなかっ
た場合は、内定を取り消します。
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（３）令和７年１月１日に狛江市に住民票のない方

（４）育児休業期間延長を許容できる方（転入予定のない市外住民の方は提出できません）

（５）保育士資格を有しており、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設又は企
業主導型保育事業で、保育士として従事している方（新規入所申請の方のみ）

（６）離婚を前提とした別居中の場合

（７）同一住所に居住しているが、生計が完全に別の方がいる場合

（８）入所申込時点で申込児童が出生前の場合（４月１日付け入所申込に限る）

必要書類 説明

令和７年度市区町村民税課税証明
書又は非課税証明書

令和７年度課税証明書は、令和６年１月１日〜令和６
年12月31日までの収入によって決まり、令和７年１月１
日に住民票を登録していた自治体で取得できます。

必要書類 説明

令和８年度入所の審査に関する同意書

同意書を提出された場合、提出されていない児童より利
用調整順位を下位にします。ただし、入所申込をした施
設に空きが生じ、上位順位に入所希望者がいなかった場
合、入所内定を出します。

必要書類 説明

保育士証の写し 就労証明書の内容と併せて拝見します。育児休業中であっても、ご提出ください。

必要書類 説明
裁判所の呼び出し状等、離婚手続き中であることが分か
る書類の写し、または『離婚を前提とした別居中の誓約
書』（様式指定あり）

「配偶者が死亡した場合」「離婚が成立
した場合」は、書類の提出は不要です。

必要書類 説明

それぞれの世帯の光熱水費
（いずれか一つ、直近３か
月分。）の領収証の写し

同一住所に居住する同居家族がいる場合は、その同居家族も保育に
当たれないことを証明する書類をご提出いただきます。ただし、その同居
家族と生計が完全に別であることが証明できる場合は、保育に当たれ
ないことを証明する書類の提出は求めません。

必要書類 説明

出産前申込に係る確認書
入所申込時点で申込児童が出生していない場合、複数の条件をご確
認いただいた上でお申し込みいただきます。必ず確認書の内容をご確
認、ご署名のうえご提出ください。


